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警 察 署 協 議 会 会 議 録 

城南警察署協議会 
 

 開催年月日時 
 令和８年 ２月１０日 午後 ４時００分 から 

 令和８年 ２月１０日 午後 ４時４０分 まで 

開 催 場 所  城南警察署 大会議室 

 

 

 

出 席 者 

警察署協議会  会長以下 ８名 

警 察 署 

署長、副署長、刑事管理官、総務課長、 

留置管理課長、会計課長、刑事第一課長、 

刑事第二課長、交通課長、警備課長、 

総務第二係長、生活安全係長、地域教養係長 

議 事 概 要 

 

（Ａ４） 

【会長挨拶（要旨）】 

 ○ 城南警察署協議会として日頃からの疑問点や改善点等を意見として提出し、

よりよい街を作るために皆様と協力してやっていきたいと思っているので、よ

ろしくお願いする。 

 

【署長挨拶（要旨）】 

 ○ 当署に３名の新任警察官が配属され、新しい仲間が増えた一方で、３月に退

職する職員もいる。これから春の人事異動期を迎え、署員の入れ替わりがある

が、署訓である「この町のため、人のため」に署員一人一人が力を発揮してい

く所存である。 

○ 本日は、城南区内の治安課題等につきまして、お気づきになられた点があれ

ば忌憚のないご意見をお願いする。 

 

【報告事項等】 

 １ 令和７年の治安概況と令和８年の活動概況（署長) 

 ２ 令和８年福岡県警察運営指針の説明（総務課長） 

 

【質疑・意見・要望等】 

○ 委員から「ニセ電話詐欺対策として、固定電話に対象としているとの説明が

あったが、最近は固定電話の利用は少ないのではないか。」旨の質問があり、
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署長から「ニセ電話詐欺被害の発端は、固定電話に対する国際電話であるもの

がまだ多い現状にあることを踏まえた対策である。」旨の説明があった。 

○ 委員から「城南署の自転車盗防止対策を重点的に取り組む旨の説明があった

が、住民へ広報しているのか。」旨の質問があり、署長から「今年から当署独

自の自転車盗防止対策として毎月６の付く日を「ロックの日」と定め、犯罪抑

止啓発活動や職務質問による犯罪検挙活動を始めたところであり、現在、住民

の方への周知を図るべく取り組んでいる。」旨の説明があった。 

○ 委員から「ニセ電話詐欺やＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺について、それぞれ

被害者の年齢に特徴はあるのか。」旨の質問があり、生活安全係長から「ニセ

電話詐欺の被害については高齢者が多いが、ニセ警察官騙りの手口が増加して

いることなどから以前に比べると若い世代にも被害が広がってきている。ＳＮ

Ｓ型投資・ロマンス詐欺では幅広い年齢層が被害に遭っており、投資名目とい

う性質から、１件あたりの被害額も高額になっている傾向がある。」、刑事第二

課長から「令和６年の統計によれば、ニセ電話詐欺の約半数が６５歳以上であ

る一方、架空請求詐欺は６５歳未満の方が被害に遭っている。」旨の説明があ

った。 

○ 委員から「城南署管内のニセ電話詐欺等の発生状況は、令和７年は前年より

も減少しているが、何か対策を講じたのか。」旨の質問があり、生活安全係長

から「当署は広報活動に力を入れており、特殊詐欺被害防止に関する大会を年

1回開催するとともに、特殊詐欺等発生時には積極的に「ふっけい安心メール」

の配信を行い、住民の防犯意識向上を図っている。また、積極的に各公民館等

へ出向き、国際電話利用停止措置やＳＮＳの遮断措置を講じている。」旨の説

明があった。 

○ 委員から「詐欺メールによる被害はどのようなものか。」旨の質問があり、

刑事管理官から「令和７年中に管内で３０件のニセ電話詐欺が発生している

が、そのうち８件は架空料金請求詐欺である。」、刑事第二課長から「ネットシ

ョッピング詐欺やチケット詐欺の被害に遭う大学生が多く、ＳＮＳ上で直接や

りとりをして被害に遭っている。」、生活安全係長から「未払い金の請求や当選

金の通知のメールで被害が発生しており、金銭的被害だけでなく個人情報やク

レジットカード情報を犯人側へ伝えてしまうケースもある。」旨の説明があっ

た。 

 

【閉会】 


